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右
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浦 
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一 

 



 

中
曽
根
総
理
は
、
去
る
一
月
三
十
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
日
本
共
産
党
・
不
破
哲
三
議
員
の
代
表
質
問 

 
 

に
対
し
、
「
天
皇
陛
下
の
御
在
位
六
十
年
と
い
う
こ
と
、
あ
わ
せ
て
、
昨
年
七
月
十
三
日
に
は
、
歴
代
天
皇
中
最
長 

 
 

寿
を
お
迎
え
な
さ
つ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
慶
賀
に
た
え
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
天
皇
陛
下
の
御 

 
 

在
位
六
十
年
、
御
長
寿
を
お
祝
い
す
る
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
自
然
な
感
情
で
あ
り
ま
し
て
、
天
皇
は
元
来
、 

 
 

 

平
和
主
義
者
で
あ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
皆
さ
ん
も
御
存
じ
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
別
に
政
治
的
意
図
な 

 
 

ど
は
毛
頭
な
い
の
で
、
こ
の
自
然
の
喜
び
の
発
露
を
そ
の
ま
ま
行
お
う
と
い
う
の
で
、
疑
う
方
が
不
自
然
で
は
な 

 
 

い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
」
と
答
弁
し
た
。 

中
曽
根
内
閣
は
、
今
年
が
「
天
皇
在
位
六
十
年
」
に
当
た
る
と
し
て
、
四
月
二
十
九
日
に
政
府
主
催
の
「
記
念
式 

 
 

典
」
を
行
う
の
を
始
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
天
皇
と
天
皇
制
美
化
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。 

 
天
皇
及
び
天
皇
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
歴
史
の
事
実
に
反
し
て
、
天
皇
の
、
侵
略
戦
争
と
暗
黒
政
治
に
対
す
る
明
白
な
責
任
を
免 

 
 

罪
し
た
う
え
、
も
と
も
と
憲
法
の
「
主
権
在
民
」
の
原
則
と
は
根
本
的
に
矛
盾
す
る
天
皇
と
天
皇
制
を
不
当
に
美
化 

 

す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
共
産
党
は
、
こ
の
見
地
か
ら
既
に
、
「
天
皇
在
位
六
十
年
」
は
絶
対
に
「
祝
賀
」
の
対
象
と 

 
 

す
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
中
止
を
政
府
に
申
し
入
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
立 

 
 

場
か
ら
、
天
皇
と
天
皇
制
の
問
題
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

さ
ら
に
中
曽
根
総
理
は
、「
天
皇
在
位
六
十
年
」
を
「
祝
賀
」
す
る
理
由
と
し
て
、
天
皇
は
元
来
「
平
和
主
義
者
」
で

あ
り
、
「
戦
争
を
回
避
す
る
た
め
に
全
面
的
に
も
努
力
を
さ
れ
た
」
（
衆
議
院
予
算
委
員
会
、
三
月
八
日
）
こ
と
、 

 
 

「
（
天
皇
は
）
立
憲
君
主
制
の
も
と
に
あ
り
ま
し
て
、
総
理
大
臣
の
輔
弼
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
体
君
臨
す
れ 

 
 

ど
も
統
治
せ
ず
と
い
う
原
則
で
い
か
れ
た
」
（
同
）
こ
と
、
「
二
千
年
近
い
こ
の
伝
統
と
文
化
を
持
つ
て
お
る
日
本
、 

 
 

及
び
天
皇
を
中
心
に
生
き
て
き
た
日
本
の
こ
の
歴
史
」
（
同
）
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。 

一 

天
皇
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て 

四 

 



 

天
皇
は
、
一
九
三
一
年
に
始
ま
る
日
本
の
中
国
侵
略
戦
争
の
期
間
中
、
侵
略
軍
を
鼓
舞
激
励
し
た
。
一
九
三 

 
 

一
年
、
日
本
軍
が
中
国
の
東
北
地
方
に
侵
略
を
開
始
し
た
い
わ
ゆ
る
「
満
州
事
変
」
直
後
に
天
皇
は
、
「
現
下
ノ 

 
 

情
勢
ハ
朕
カ
軍
隊
ノ
精
強
ニ
待
ツ
コ
ト
愈
々
切
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
汝
将
卒
益
々
奮
励
以
テ
朕
カ
信
倚
ニ
対
ヘ
ム
コ 

 

ト
ヲ
期
セ
ヨ
」
と
す
る
「
勅
語
」
（
一
九
三
一
年
十
一
月
十
四
日
）
を
発
し
て
い
る
。
中
国
に
対
す
る
全
面
侵
略
を 

 
 

開
始
し
た
一
九
三
七
年
に
は
、
「
中
華
民
国
深
ク
帝
国
ノ
真
意
ヲ
解
セ
ス
濫
ニ
事
ヲ
構
へ
遂
ニ
今
次
ノ
事
変
ヲ
見 

 

ル
ニ
至
ル
朕
之
ヲ
憾
ト
ス
今
ヤ
朕
カ
軍
人
ハ
百
艱
ヲ
排
シ
テ
其
ノ
忠
勇
ヲ
致
シ
ツ
ツ
ア
リ
是
レ
一
ニ
中
華
民
国 

 

ノ
反
省
ヲ
促
シ
速
ニ
東
亜
ノ
平
和
ヲ
確
立
セ
ム
ト
ス
ル
ニ
外
ナ
ラ
ス
」
（
九
月
四
日
の
勅
語
）
と
述
べ
、
日
本
が 

 
 

起
こ
し
た
侵
略
戦
争
の
責
任
を
中
国
に
転
嫁
し
な
が
ら
、
中
国
を
恫
喝
し
て
い
る
。 

一
九
三
一
年
以
来
の
十
五
年
戦
争
に
対
す
る
天
皇
の
責
任
は
、
歴
史
の
事
実
に
照
ら
し
て
明
瞭
で
あ
る
。
数 

 
 

例
を
挙
げ
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

中
国
侵
略
で
予
定
ど
お
り
の
戦
果
が
挙
が
ら
ず
、
戦
争
が
長
期
化
し
た
と
き
、
天
皇
は
戦
争
勃
発
時
の
杉
山 

 
 

五 

 



 

「
自
分
（
近
衛
）
が
総
理
大
臣
と
し
て
陛
下
に
今
日
、
開
戦
に
不
利
な
る
こ
と
を
申
し
上
げ
る
と
、
そ
れ
に
賛 

 
 

成
さ
れ
て
い
た
の
に
、
明
日
御
前
に
出
る
と
「
昨
日
あ
ん
な
に
お
ま
え
は
言
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
程
心
配
す
る 

 
 

こ
と
も
な
い
よ
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
少
し
戦
争
の
方
へ
寄
っ
て
行
か
れ
る
。
又
次
回
に
は
も
つ
と
戦
争
論
の
方 

 
 

中
国
に
対
す
る
侵
略
戦
争
は
、
一
九
四
一
年
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
戦
争
へ
と
発
展
し
た
が
、 

 
 

 

こ
の
太
平
洋
戦
争
を
決
断
し
、
戦
争
を
宣
言
し
た
の
は
、
天
皇
そ
の
も
の
で
あ
り
他
の
い
か
な
る
人
物
で
も
国 

 
 

家
機
関
で
も
な
か
つ
た
。 

天
皇
の
動
向
を
よ
く
知
り
得
る
立
場
に
い
た
当
時
の
内
閣
書
記
官
長
・
富
田
健
治
氏
は
そ
の
著
書
「
敗
戦
日 

 
 

本
の
内
側
―
近
衛
公
の
思
い
出
」
で
、
天
皇
が
太
平
洋
戦
争
開
始
論
に
踏
み
込
ん
で
い
く
経
過
に
つ
い
て
、
次 

 
 

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

陸
軍
大
臣
に
対
し
、
「
予
定
通
リ
出
来
ル
ト
思
フ
カ
、
オ
前
ノ
大
臣
ノ
時
ニ
将
介
石
ハ
直
グ
参
ル
ト
云
フ
タ
ガ
未 

 

ダ
ヤ
レ
ヌ
デ
ハ
ナ
イ
カ
」
と
述
べ
、
「
絶
対
ニ
勝
テ
ル
カ
」
（
「
杉
山
メ
モ
」

(上)
）
と
質
問
し
て
い
る
。 

六 

 



 

に
寄
っ
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
陸
海
の
統
帥
部
の
人
達
が
意
見
が
は
い
っ
て
、
軍
の
こ
と
は
総
理
大
臣
に
は
解 

 
 

ら
な
い
。
自
分
の
方
が
詳
し
い
と
い
う
御
心
持
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
従
っ
て
、
統
帥
に
つ
い
て
何
ら
権
限
の 

 
 

な
い
総
理
大
臣
と
し
て
、
唯
一
の
頼
み
の
綱
の
陛
下
が
こ
れ
で
は
と
て
も
頑
張
り
よ
う
が
な
い
」 

太
平
洋
戦
争
遂
行
の
基
本
政
策
で
あ
る
「
国
策
」
は
、
天
皇
の
臨
席
す
る
御
前
会
議
で
決
定
さ
れ
た
。
一
九
四 

 
 

一
年
七
月
二
日
の
会
議
で
、
「
南
方
進
出
の
歩
を
進
め
又
情
勢
の
推
移
に
応
じ
北
方
問
題
を
解
決
す
」
る
と
い
う 

 

「
帝
国
国
策
要
綱
」
を
決
定
し
て
い
る
。
九
月
六
日
の
会
議
は
、
期
限
つ
き
開
戦
を
決
定
し
た
「
帝
国
国
策
遂
行 

 
 

要
綱
」
を
決
定
し
、
十
一
月
五
日
の
会
議
は
、
対
米
戦
を
決
意
し
た
「
要
綱
」
を
決
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
十
二 

 
 

 

月
一
日
の
会
議
は
、
対
米
英
オ
ラ
ン
ダ
開
戦
を
正
式
に
国
家
意
志
と
し
て
決
定
し
た
。 

こ
れ
ら
す
べ
て
の
決
定
の
最
終
決
断
を
く
だ
し
た
の
は
天
皇
で
あ
る
。
開
戦
時
の
国
務
大
臣
、
鈴
木
貞
一 

 
 

 

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

「
戦
争
か
、
戦
争
を
や
め
る
か
と
い
う
時
期
の
決
断
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
は
流
れ
に
逆
っ
て
ピ
シ
ャ
ッ
と 

 
 

七 

 



 

（
「
木
戸
幸
一
関
係
文
書
」
）
と
し
て
、
戦
争
継
続
の
立
場
を
表
明
し
た
。
ま
た
、
一
九
四
五
年
八
月
十
四
日
の 

 
 

「
御
前
会
議
」
で
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
の
理
由
に
つ
い
て
、
「
国
体
ニ
就
テ
ハ
敵
モ
認
メ
テ
居
ル
ト
思
フ
。 

 
 

毛
頭
不
安
ナ
シ
。
敵
ノ
保
障
占
領
ニ
関
シ
テ
ハ
一
抹
の
不
安
ガ
ナ
イ
デ
モ
ナ
イ
ガ
、
戦
争
を
継
続
ス
レ
バ
国
体 

 
 

モ
国
家
ノ
将
来
モ
ナ
ク
ナ
ル
。
即
チ
、
モ
ト
モ
子
モ
ナ
ク
ナ
ル
」
（
「
敗
戦
の
記
録
」
）
と
、
終
戦
の
決
定
（
総
理
等 

 
 

の
い
う
い
わ
ゆ
る
「
御
聖
断
」
）
が
、
絶
対
主
義
的
天
皇
制
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。 

や
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
も
う
余
程
の
力
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
の
力
は
ね
、
日
本
に
は
陛
下
以
外
に
な
い 

 
 

ん
で
す
」
（
勝
田
龍
夫
「
重
臣
た
ち
の
昭
和
史
」

(下)
） 

戦
争
を
長
引
か
せ
た
の
も
天
皇
の
責
任
で
あ
る
。
天
皇
は
、
終
戦
に
当
た
つ
て
、
和
平
交
渉
を
急
ぐ
べ
き
で 

 
 

あ
る
と
の
周
囲
の
意
見
に
対
し
て
、
「
モ
ウ
一
度
戦
果
ヲ
挙
ゲ
テ
カ
ラ
デ
ナ
イ
ト
中
々
話
ハ
難
シ
イ
ト
思
フ
」 

こ
れ
ら
の
事
実
は
、
天
皇
が
、
「
平
和
主
義
者
」
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の
地
位
か
ら
い
つ
て
も
実
際
に
果
た
し 

 
 

た
役
割
か
ら
い
つ
て
も
、
十
五
年
に
及
ぶ
侵
略
戦
争
の
最
大
、
最
高
の
責
任
者
で
あ
つ
た
こ
と
を
疑
問
の
余
地 

 
 

八 

 



 

二 

「
君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず
」
論
に
つ
い
て 

な
く
立
証
し
て
い
る
。 

天
皇
の
戦
争
責
任
問
題
以
外
に
も
、
戦
前
の
天
皇
に
与
え
ら
れ
て
い
た
絶
対
的
権
力
は
、
総
理
の
見
解
に
根 

 
 

拠
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

戦
前
の
天
皇
と
天
皇
制
を
「
君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず
」
な
ど
と
特
徴
付
け
る
中
曽
根
総
理
の
見
解
は
、
そ
も 

 

そ
も
こ
れ
ま
で
質
問
し
て
き
た
天
皇
の
戦
争
責
任
の
問
題
に
照
ら
し
て
も
明
確
に
事
実
に
反
す
る
も
の
で
あ
る 

 

と
と
も
に
、
天
皇
の
戦
争
責
任
を
免
罪
す
る
も
の
で
あ
る
。 

戦
前
の
天
皇
制
は
い
か
な
る
意
味
で
も
「
立
憲
君
主
制
」
で
は
な
く
、
国
家
主
権
は
も
ち
ろ
ん
、
国
務
大
臣
の 

 
 

任
免
権
、
軍
の
統
帥
権
、
宣
戦
・
講
和
の
布
告
、
条
約
締
結
権
、
立
法
権
、
議
会
の
召
集
・
衆
議
院
解
散
権
、 

 
 

 
 

 

戒
厳
な
ど
の
権
限
を
全
面
的
に
掌
握
し
た
文
字
ど
お
り
の
絶
対
主
義
的
天
皇
制
で
あ
つ
た
。 

中
曽
根
総
理
が
天
皇
を
「
平
和
主
義
者
」
だ
と
す
る
根
拠
は
な
に
か
。 

九 

 



 

二
・
二
六
事
件
当
時
（
一
九
三
六
年
）
の
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
つ
た
岡
田
啓
介
は
、
天
皇
の
執
務
態
度
に
つ
い 

 
 

て
、
「
陛
下
は
内
閣
か
ら
奏
上
す
る
場
合
、
御
同
意
の
節
は
「
そ
う
」
と
は
っ
き
り
御
返
事
な
さ
る
が
、
御
同
意
で 

 
 

な
い
と
き
は
黙
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
差
し
あ
げ
た
書
類
に
対
し
て
は
、
御
同
意
で
な
い
折
は
し
ば
ら
く
お
手 

 
 

元
に
お
留
め
お
き
に
な
る
こ
と
も
あ
る
」
（
回
顧
録
）
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
天
皇
の
意
思
表
示
の
仕
方
に
従
つ 

 
 

て
行
動
す
る
の
が
「
輔
弼
」
者
と
し
て
の
大
臣
の
条
件
で
あ
つ
た
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
天
皇
の
側
近
中
の 

 
 

側
近
で
あ
つ
た
木
戸
幸
一
は
、
戦
後
（
一
九
六
四
年
）
、
法
務
省
の
質
問
に
対
し
て
、
「
立
前
と
し
て
天
皇
は
国 

 
 

 

務
大
臣
の
輔
弼
に
よ
っ
て
国
政
を
な
さ
る
の
で
は
あ
る
が
、
時
に
は
、
強
い
御
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
こ
と
も 

 
 

 

あ
る
。
（
中
略
）
天
皇
が
御
納
得
さ
れ
な
い
場
合
は
、
概
ね
の
場
合
問
題
は
そ
の
ま
ま
サ
ス
ペ
ン
ド
さ
れ
て
決
定 

 
 

が
延
ば
さ
れ
る
か
内
閣
の
方
が
考
え
直
す
の
を
例
と
し
た
」
（
「
木
戸
幸
一
日
記
」
）
と
証
言
し
て
い
る
。 

天
皇
は
、
こ
の
権
力
を
用
い
て
、
天
皇
が
必
要
と
考
え
た
場
合
に
は
、
自
ら
の
政
治
意
思
を
貫
徹
し
て
き 

 
 

 

た
。
戦
争
以
外
の
若
干
の
諸
事
実
を
挙
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
〇 

 



 

こ
れ
が
十
二
月
に
臨
時
議
会
で
追
認
さ
れ
、
一
九
二
五
年
に
治
安
維
持
法
が
制
定
さ
れ
た
。 

戦
前
の
治
安
維
持
法
は
、
国
民
か
ら
一
切
の
自
由
を
奪
い
、
天
皇
制
支
配
を
支
え
る
主
柱
と
な
つ
た
も
の
で 

 
 

あ
り
、
一
九
四
五
年
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
う
一
連
の
措
置
に
よ
つ
て
当
然
、
廃
止
さ
れ
た
も
の
で
あ 

 
 

る
。
こ
の
治
安
維
持
法
案
は
、
過
激
社
会
運
動
取
締
法
と
い
う
名
で
一
九
二
二
年
に
議
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、 

 
 

反
対
運
動
に
あ
つ
て
審
議
未
了
・
廃
案
と
な
つ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
二
三
年
九
月
、
現
天
皇
裕
仁
が
大
正
天
皇 

 
 

の
摂
政
と
し
て
発
し
た
緊
急
勅
令
「
治
安
維
持
ノ
為
ニ
ス
ル
罰
則
ニ
関
ス
ル
件
」
（
治
安
維
持
令
）
を
公
布
し
た
。 

ま
た
、
同
法
は
一
九
二
八
年
、
「
国
体
変
革
」
す
な
わ
ち
「
君
主
制
の
廃
止
」
「
絶
対
主
義
的
天
皇
制
の
変
革
」
を

掲
げ
る
者
に
死
刑
を
含
む
重
罰
を
科
す
べ
く
改
悪
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
天
皇
の
発
す
る
緊
急
勅
令
に
よ 

 
 

つ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
野
蛮
な
弾
圧
法
を
自
ら
の
意
思
で
制
定
し
得
る
権
能
を
持
ち
、
ま 

 
 

た
実
際
に
頻
繁
に
そ
れ
を
行
使
し
た
者
を
、
「
君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず
」
な
ど
と
い
え
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ 

 
 

ま
た
、
次
の
事
実
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。 

一
一 

 



 

三 

「
天
皇
は
国
民
の
中
心
」
論
に
つ
い
て 

「
天
皇
は
二
千
年
間
、
国
の
中
心
」
で
あ
つ
た
な
ど
と
す
る
見
解
は
、
歴
史
学
上
、
明
確
に
否
定
さ
れ
た
神
話 

 
 

で
あ
る
。
明
治
以
前
に
お
い
て
、
天
皇
が
実
際
に
「
政
治
の
中
心
」
に
あ
つ
た
時
期
が
ご
く
短
期
間
で
あ
る
こ
と 

 
 

は
、
歴
史
学
上
の
常
識
で
あ
る
。
明
治
維
新
前
後
に
は
、
天
皇
の
存
在
す
ら
多
く
の
国
民
に
知
ら
れ
て
い
な
か 

 
 

つ
た
の
で
あ
る
。 

一
八
六
八
年
の
九
州
鎮
撫
総
督
の
諭
書
が
「
此
日
本
と
い
う
御
国
に
は
、
天
照
皇
大
神
宮
様
か
ら
御
つ
ぎ
遊 

 
 

ば
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
天
子
様
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
っ
て
、
是
が
昔
か
ら
ち
っ
と
も
変
っ
た
こ
と
の
な
い
御
主
人 

 
 

様
ぢ
や
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
天
皇
の
存
在
そ
れ
自
体
を
民
衆
に
教
え
こ
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か 

 
 

る
。 中

曽
根
総
理
は
、
こ
れ
ら
の
諸
事
実
を
「
君
臨
」
も
し
、
「
統
治
」
も
し
た
事
実
と
し
て
認
め
る
か
ど
う
か
、
明 

 
 

確
に
答
弁
さ
れ
た
い
。 

一
二 

 



 

さ
ら
に
、
明
治
維
新
後
、
神
話
に
基
づ
く
「
紀
元
節
」
を
設
定
し
「
天
皇
は
天
子
」「
万
世
一
系
」
な
る
宣
伝
が
行

わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
絶
対
主
義
的
天
皇
制
の
確
立
と
徹
底
、
強
化
の
た
め
に
明
治
政
府
の
必
要
に
よ
つ
て
急
き 

 
 

よ
作
り
出
さ
れ
た
特
殊
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
過
ぎ
ず
、
当
時
既
に
そ
の
反
動
的
・
非
科
学
的
本
質
を
見
抜
く
次 

 
 

「
近
来
の
事
情
を
洞
察
し
て
み
る
と
、
天
下
の
人
望
は
以
前
に
異
な
り
、
道
路
の
浮
言
で
は
あ
る
が
、
王
政 

 
 

は
幕
政
に
及
ば
ず
、
薩
長
は
徳
川
氏
に
劣
る
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
や
に
承
り
、
誠
に
憤
懣
や
る
か
た
な
し
」 

ま
た
、
天
皇
制
政
府
が
多
く
の
庶
民
の
不
信
と
不
満
を
買
つ
て
い
た
こ
と
も
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
、
政
府 

 
 

に
あ
て
ら
れ
た
「
報
告
書
」
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

つ
た
。 

「
今
の
政
治
の
あ
り
さ
ま
で
は
と
て
も
治
世
は
お
ぼ
つ
か
な
く
、
窮
民
ど
も
の
暮
ら
し
は
た
ち
ゆ
か
な
い
。 

 
 

旧
幕
政
の
ほ
う
が
よ
か
っ
た
と
い
う
も
の
が
今
や
七
分
、
残
り
の
三
分
が
わ
ず
か
に
御
一
新
の
政
道
を
よ
い
と 

 

い
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」 

一
三 

 



 

四 

天
皇
批
判
に
対
す
る
総
理
の
誹
謗
に
つ
い
て 

中
曽
根
総
理
は
、
天
皇
と
「
天
皇
在
位
六
十
年
式
典
」
を
め
ぐ
る
問
題
で
、
三
月
八
日
、
衆
議
院
予
算
委
員
会 

 
 

で
の
日
本
共
産
党
の
正
森
成
二
議
員
の
質
疑
に
対
し
て
、
天
皇
に
「
あ
え
て
異
を
立
て
る
と
い
う
も
の
は
、
国 

 
 

家
を
転
覆
す
る
と
い
う
気
持
ち
を
持
つ
て
お
る
人
で
な
い
と
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
私
は
疑
う
」 

の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
こ
と
も
史
料
で
明
ら
か
で
あ
る
。 

「
（
天
皇
が
天
子
な
ら
）
然
ラ
バ
日
本
挙
国
ノ
人
皆
ナ
天
子
ノ
子
ナ
ル
ヤ
、
阿
爺
モ
又
天
子
ノ
子
ニ
シ
テ
、
阿 

 
 

翁
ノ
父
ニ
ハ
非
ル
ヤ
、
笑
フ
可
キ
哉
」
（
「
東
京
開
化
繁
昌
誌
」
） 

と
答
え
て
い
る
。 

中
曽
根
総
理
は
、
い
か
な
る
事
実
と
科
学
的
根
拠
を
も
つ
て
、
「
天
皇
は
二
千
年
間
、
国
の
中
心
」
と
国
会
で 

 
 

答
弁
し
た
の
か
、
所
見
を
求
め
る
。 

天
皇
と
天
皇
制
を
批
判
す
る
も
の
に
こ
の
よ
う
な
誹
謗
を
加
え
る
こ
と
自
体
、
戦
前
の
治
安
維
持
法
同
様
の 

 

一
四 

 



 

ま
た
、
総
理
は
、
「
天
皇
在
位
六
十
年
」
を
祝
わ
な
い
の
は
「
不
自
然
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
四
月
七
日
付
「
朝 

 
 

日
」
の
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
天
皇
在
位
六
十
年
式
典
」
に
賛
成
の
回
答
は
、
四
一
％
に
過
ぎ
ず
、
「
天
皇
在
位 

 
 

六
十
年
記
念
式
典
は
必
要
な
い
」
と
す
る
回
答
が
二
七
％
、
「
戦
時
中
の
こ
と
を
思
う
と
好
ま
し
く
な
い
」
が 

 
 

六
％
、
「
自
分
に
は
関
係
な
い
」
が
二
一
％
と
な
つ
て
い
る
。
総
理
は
、
半
数
以
上
の
日
本
の
国
民
は
「
不
自
然
」 

 
 

な
人
間
で
あ
る
と
考
え
る
の
か
。
ま
た
、
総
理
の
論
理
に
従
え
ば
、
「
天
皇
在
位
六
十
年
」
を
積
極
的
に
「
祝
賀
」 

 
 

し
な
い
も
の
は
、
天
皇
に
「
異
を
立
て
る
」
こ
と
に
な
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
国
家
転
覆
」
の
気
持
ち
を
持
つ
て
い

さ
ら
に
、
マ
ス
コ
ミ
各
社
の
世
論
調
査
に
よ
つ
て
も
、
天
皇
制
を
「
廃
止
す
る
ほ
う
が
よ
い
」
と
の
回
答
は
相 

 
 

当
数
に
の
ぼ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
回
答
者
は
「
国
家
を
転
覆
す
る
と
い
う
気
持
ち
を
持
つ
て
お
る
人
」
と
総
理
は 

 
 

考
え
る
の
か
。 

発
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
う
が
、
ど
う
か
。
ま
た
、
中
曽
根
総
理
の
論
理
で
は
、
今
日
の
日
本
も
戦
前
同
様 

 
 

 

に
、
「
主
権
は
天
皇
に
あ
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ど
う
か
。
答
弁
を
求
め
る
。 

一
五 

 



 

五 

い
わ
ゆ
る
「
皇
室
外
交
」
に
つ
い
て 

我
が
党
は
、
既
に
政
府
及
び
宮
内
庁
に
対
し
皇
太
子
訪
韓
中
止
を
申
し
入
れ
た
。
宮
内
庁
は
四
月
二
十
六 

 
 

 

日
、
皇
太
子
訪
韓
を
含
め
天
皇
、
皇
室
の
外
国
訪
問
は
、
政
府
が
決
定
す
る
こ
と
だ
と
回
答
し
て
き
た
。
そ
こ 

 
 

 

で
政
府
に
対
し
、
い
わ
ゆ
る
「
皇
室
外
交
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
見
解
を
た
だ
す
。 

戦
前
の
天
皇
は
、
「
国
ノ
元
首
ニ
シ
テ
統
治
権
ヲ
総
攬
ス
」
（
第
四
条
）
、
「
戦
ヲ
宣
シ
和
ヲ
講
シ
及
諸
般
ノ
条 

 
 

約
ヲ
締
結
ス
」
（
第
十
三
条
）
と
さ
れ
、
国
家
元
首
と
し
て
対
外
的
代
表
で
あ
る
と
と
も
に
、
外
交
権
の
主
体
で 

 
 

天
皇
の
「
名
代
」
と
し
て
の
皇
太
子
の
訪
韓
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
皇
室
外
交
」
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ 

ま
で
も
、
天
皇
・
皇
室
自
身
の
意
思
を
も
盛
り
込
ん
だ
「
皇
室
外
交
」
が
行
わ
れ
、
そ
の
際
天
皇
は
し
ば
し
ば
政 

 
 

治
的
な
言
動
を
行
つ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
憲
法
の
天
皇
に
関
す
る
条
項
に
照
ら
し
て
容
認
で
き
な
い
も
の
で 

 
 

あ
る
。 

る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
が
、
ど
う
か
。 

一
六 

 



 

し
か
し
現
憲
法
は
、
天
皇
制
を
「
象
徴
」
の
名
で
温
存
す
る
と
い
う
「
主
権
在
民
」
原
則
と
矛
盾
し
た
側
面
を
残

し
て
い
る
が
、
天
皇
の
地
位
を
「
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
く
」
（
第
一
条
）
も
の
に
と
ど
め
る
と
と 

 

も
に
、
「
天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
国
事
に
関
す
る
行
為
の
み
を
行
ひ
、
国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な 

 
 

い
」
（
第
四
条
第
一
項
）
と
し
、
天
皇
の
対
外
代
表
権
と
外
交
大
権
を
明
確
に
否
定
し
た
。
ま
た
、
天
皇
の
国
事 

 
 

 

行
為
と
し
て
の
対
外
関
係
に
関
す
る
行
為
も
、
「
全
権
委
任
状
及
び
大
使
及
び
公
使
の
信
任
状
を
認
証
す
る
こ 

 

と
」
（
第
七
条
第
五
号
）
、
「
批
准
書
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
外
交
文
書
を
認
証
す
る
こ
と
」
（
同
条
第
八 

 
 

号
）
、
「
外
国
の
大
使
及
び
公
使
を
接
受
す
る
こ
と
」
（
同
条
第
九
号
）
と
い
う
形
式
的
な
行
為
に
厳
格
に
限
定
し 

 
 

て
い
る
。
し
か
も
、
天
皇
が
こ
れ
ら
の
行
為
を
実
際
に
行
う
際
に
は
「
内
閣
の
助
言
と
承
認
」
を
受
け
な
け
れ
ば 

 
 

な
ら
な
い
（
第
三
条
）
。
こ
の
よ
う
に
現
憲
法
は
、
天
皇
が
公
的
で
政
治
的
な
意
味
を
も
つ
外
国
訪
問
を
含
む
対 

 
 

外
関
係
に
関
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
明
確
に
禁
止
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
憲
法
第
一
条
の
「
象
徴
の
地
位 

 
 

あ
つ
た
。 

一
七 

 



 

し
か
も
天
皇
自
身
、
こ
の
よ
う
な
「
皇
室
外
交
」
の
際
に
頻
繁
に
政
治
的
発
言
を
行
つ
て
き
た
。
一
九
七
五
年 

 
 

の
訪
米
に
際
し
て
、
天
皇
は
、
さ
き
の
侵
略
戦
争
に
つ
い
て
、
「
開
戦
時
に
は
閣
議
決
定
が
あ
り
、
私
は
そ
の 

 
 

 

決
定
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
」
な
ど
と
発
言
し
た
。
こ
れ
は
た
ん
に
政
治
的
な
発
言
だ
と
い
う
に
と
ど 

 
 

ま
ら
ず
、
歴
史
的
事
実
に
反
し
て
自
ら
の
戦
争
責
任
を
回
避
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
天
皇
は
、
こ
の
訪
米
直 

 
 

後
の
記
者
会
見
で
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
は
「
や
む
を
得
な
い
こ
と
」
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
自
体
ア 

 
 

メ
リ
カ
の
野
蛮
な
原
爆
投
下
を
是
認
し
た
非
人
道
的
な
発
言
で
あ
る
と
と
も
に
、
許
さ
れ
な
い
政
治
的
発
言
で 

 
 

あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
全
斗
煥
大
統
領
の
訪
日
の
際
に
は
、
「
大
統
領
閣
下
の
卓
越
し
た
ご
指
導
の
下
に
貴
国
が
政
治
、 

 
 

 

経
済
、
文
化
、
社
会
等
の
各
分
野
に
お
い
て
目
覚
し
い
発
展
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
は
、
国
際
社
会
か
ら
高
い
評 

 
 

価
を
受
け
て
お
り
ま
す
」
な
ど
と
、
全
斗
煥
政
権
を
礼
賛
す
る
政
治
的
発
言
を
行
つ
て
い
る
。 

か
ら
に
じ
み
出
る
公
的
行
為
」
な
ど
と
し
て
、
天
皇
に
よ
る
「
皇
室
外
交
」
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。 

一
八 

 



 

2 

天
皇
の
「
名
代
」
に
よ
る
皇
太
子
の
訪
韓
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
皇
太
子
に
よ
る
「
皇
室
外
交
」
は
、
「
日
米

修
好
百
年
」
を
記
念
し
て
の
訪
米
（
一
九
六
〇
年
）
以
降
二
十
回
余
に
及
ぶ
が
、
今
回
の
訪
韓
は
、
と
り
わ 

 
 

 

け
、
全
斗
煥
政
権
を
礼
賛
し
た
天
皇
の
「
名
代
」
と
し
て
行
わ
れ
る
。
韓
国
内
で
も
こ
の
皇
太
子
訪
問
に
反
対 

 
 

1 

天
皇
自
身
の
こ
の
よ
う
に
明
白
な
政
治
的
発
言
が
、
天
皇
は
「
国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
」
と
し
た 

 

憲
法
第
四
条
に
違
反
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
か
。 

全
斗
煥
政
権
は
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
つ
て
生
ま
れ
た
軍
事
フ
ァ
ッ
シ
ョ
政
権
で
あ
り
、
韓
国
国
民
か
ら 

 
 

も
そ
の
正
統
性
を
疑
わ
れ
て
い
る
政
権
で
あ
る
。
ま
た
我
が
国
に
お
い
て
も
、
南
北
に
分
断
さ
れ
た
朝
鮮
半
島 

 
 

の
一
方
の
韓
国
政
府
を
唯
一
合
法
政
府
と
す
る
日
本
政
府
の
対
朝
鮮
政
策
を
め
ぐ
つ
て
も
強
い
批
判
が
あ
り
、 

 

議
論
も
分
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
の
天
皇
の
こ
の
発
言
は
、
「
国
政
関
与
」
を
禁
じ
た
憲
法
に 

 
 

ま
つ
こ
う
か
ら
違
反
す
る
二
重
、
三
重
の
政
治
問
題
へ
の
介
入
で
あ
る
。 

以
下
、
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
「
皇
室
外
交
」
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一
九 

 



 

 

二
〇 

す
る
大
き
な
世
論
が
お
こ
つ
て
い
る
。
計
画
さ
れ
て
い
る
皇
太
子
の
訪
韓
は
、
我
が
国
の
対
朝
鮮
政
策
と
韓 

 
 

国
内
の
政
治
問
題
へ
の
介
入
で
あ
り
、
極
め
て
重
大
で
あ
る
。 

中
曽
根
内
閣
は
、
こ
う
し
た
我
が
国
及
び
韓
国
内
で
の
皇
太
子
訪
韓
に
対
す
る
強
い
反
対
論
が
あ
つ
て 

 
 

も
、
こ
れ
を
強
行
す
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


